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資料２５ 
 

情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項 
 
 

件

名 
特定健診特定保健指導事業の分析業務委託について 

 
 
内容は別紙のとおり 

 
 
条例の根拠 

【報告事項】 
◆第14条第1項（業務委託） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当部課：健康部健康推進課健診係 
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事業の概要 

事業名 国民健康保険及び特定健診・特定保健指導 

担当課 健康部健康推進課 

目 的 特定健康診査（以下「特定健診」という。）の受診勧奨の結果、特定保健指

導の利用勧奨の結果、健診等結果データとレセプトデータの突合分析によ

り、新宿区国民健康保険加入者の健康実態を明らかにし、効果的な特定健

診・特定保健指導事業を実施するため。 

対象者 国民健康保険加入者 

事業内容 医療保険者は、特定保健指導による予防の効果等の評価を実施すること

が求められ、現在、特定健診の「健診等結果データ」と「レセプトデータ（診

療報酬明細書）」の突合分析を委託により実施している。（特定健診の受診

者及び特定保健指導の利用者についての疾病の発症予防及び重症化予

防等の成果分析等） 

より効果的な特定健診・特定保健指導事業を行うためには、上記分析に

加え、特定健診の受診勧奨の効果及び特定保健指導の利用勧奨の効果に

ついても評価することが必要である。 

このため、新たに、特定健診の受診勧奨の結果及び特定保健指導の利

用勧奨の結果と、特定健診の「健診等結果データ」と「レセプトデータ（診療

報酬明細書）」の突合分析を委託により実施するものとする。 

※新たに実施する分析の内容 

・特定健診の受診勧奨の結果、受診した集団と受診しなかった集団の医

療費分析 

・特定保健指導の利用勧奨の結果、利用した集団と利用しなかった集団

の特定健診結果の年次比較 

 



3 

別紙（重要な個人情報の提供を伴う業務委託） 

◇１．重要な個人情報の提供を伴う委託等（第14条第１項）・・・報告事項 

 

件名 特定健診特定保健指導事業の分析業務委託について 

区保有情報 委託業者及び委託に伴う提供情報 

保有課（担当課） 健康推進課 

登録業務の名称 
国民健康保険及び特定健診・

特定保健指導 

委託先 

厚生科学研究循環器疾患等生

活習慣病対策総合研究事業  

各種健診データとレセプトデー

タ等による保健事業の評価に

関する研究班 

＜研究代表者＞横浜市立大学

大学院医学研究科情報システ

ム予防医学部門 水嶋 春朔 

＜データ突合・解析担当＞国

立保健医療科学院人材育成部 

横山徹爾、藤井 仁 

情報はどのような

媒体に記録されて

いるか 

紙および電磁的媒体 

 情報はどのよう

な媒体で提供する

のか、取扱わせるの

か 

電磁的媒体 

保有している情報

項目 
別紙１ 

左欄の保有情報の

うち、業務委託に伴

い提供する項目又

は処理を依頼する

項目 

別紙２ 

委託の理由 

レセプトデータ件数が約 5～6 万件と大量に見込まれるため、事務の効率化から外部委

託が必要である。また、医療費適正化の観点から分析研究をしている実績のある機関

に、特定健診特定保健指導事業における健診等結果データとレセプトデータの突合分

析業務を委託することにより、効果的・効率的な事業評価を実施することができる。 

委託内容 画像レセプト情報管理システム配信データと健診等結果データの突合分析を実施する。

委託の開始時期及

び期限 
平成21年8月１日から平成23年3月31日       

委託にあたり区が

行う情報保護対策 

 契約にあたり、別紙「特記

事項」を付す。 

受託事業者として

の情報保護対策 

１ 取扱責任者及び取扱うも

のをあらかじめ指定する 

２ 提供された情報は施錠で

きる金庫に保管する 

３ 入退室管理システムの整

備、記憶媒体利用制限、ファ

イルサーバーへのアクセス

の個人毎の制限等 
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別紙1 区で保有しているデータ 

 

１ 特定健康診査受診勧奨結果等データ 

平成２１年度受診勧奨をした以下①～③に掲げる者の受診券整理番号 

① 個別勧奨通知対象者 

② 個別電話勧奨対象者 

③ ②のうち電話がつながらなかった者 

 

２ 特定保健指導利用勧奨結果等データ 

平成２０年度及び平成２１年度利用勧奨をした以下①～③に掲げる者の住民番号 

① 特定保健指導利用券送付対象者 

② 個別電話勧奨対象者 

③ ②のうち電話がつながらなかった者 

 

特定健診等データ管理システム 

１ 健診結果等データ 

健診結果 

問診結果 

保健指導結果 

受診券整理番号 

利用券整理番号 

特定保健指導区分 

国保記号番号 

生年月日 

性別 

整理番号 

カナ氏名 

漢字氏名 

郵便番号 

漢字住所 

漢字方角 

電話番号 

住所地特例フラグ 

資格証区分 

マル学・マル遠区分 

資格取得事由 

資格取得年月日 

資格取得申出日 

資格喪失事由 

資格喪失年月日 

資格喪失届出日 

保険証回収日 

旧国保記号番号 

旧住民番号、 

旧記号番号有効日 
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画像レセプト情報管理システム配信データファイル 

１ テキストデータ 

１保険者NO 

２データコード  

３保険者番号 

４医療機関・点数表 

５医療機関・府県 

６医療機関コード 

７診療年月日（和暦） 

８本人家族 

９市町村番号 

１０公費負担者（公費１）  

１１公費負担者（公費２）  

１２公費負担者（公費３） 

１３受給者番号（老健）  

１４受給者番号（公費１）  

１５受給者番号（公費２） 

１６受給者番号（公費３） 

１７被保険者証記号  

１８被保険者証番号  

１９病棟区分 

２０性別 

２１生年月日・年号  

２２生年月日・年  

２３生年月日・月 

２４特記１  

２５特記２ 

２６特殊 

２７割引 

２８診療科 

２９診療開始日（１） 

３０転帰（１） 

３１診療開始日（２） 

３２転帰（２） 

３３初診回数  

３４初診点数  

３５再診回数  

３６処方箋回数  

３７医学管理有無  

３８調基有無 

３９日数（保険・老健）  

４０日数（公費１）  
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４１日数（公費２）  

４２日数（公費３） 

４３請求点数（保険・老健）  

４４決定点数（保険・老健）  

４５請求点数（公費１） 

４６決定点数（公費１）  

４７請求点数（公費２）  

４８決定点数（公費２）  

４９決定点数（公費３） 

５０調剤一部負担金（保険・老健）  

５１調剤一部負担金（公費１）  

５２調剤一部負担金（公費２）  

５３調剤一部負担金（公費３） 

５４減免点数 

５５一部負担金（老健）  

５６一部負担金（公費１）  

５７一部負担金（公費２）  

５８一部負担金（公費３） 

５９公費対象金額（公費１）  

６０公費対象金額（公費２）  

６１公費対象金額（公費３） 

６２特殊（保険・老健）  

６３特殊（公１）  

６４特殊（公２）  

６５特殊（公３） 

６６入院年月日（和暦） 

６７低所得者区分 

６８食事/回数（保険・老健）  

６９食事・生活/請求金額（保険・老健）  

７０食事・生活/決定金額（保険・老健）  

７１食事・生活/標準負担額（保険・老健） 

７２食事/回数（公費１）  

７３食事・生活/請求金額（公費１）  

７４食事・生活/決定金額（公費１）  

７５食事・生活/標準負担額（公費１） 

７６食事/回数（公費２）  

７７食事・生活/請求金額（公費２）  

７８食事・生活/決定金額（公費２）  

７９食事・生活/標準負担額（公費２） 

８０食事/回数（公費３）  

８１食事・生活/決定金額（公費３）  

８２食事・生活/標準負担額（公費３） 

８３給付割合（決定） 
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８４特定被保険者情報 

８５都外在住者情報 

８６個人番号 

８７被保険者氏名（カナ）  

８８被保険者氏名（漢字） 

８９生年月日（和暦） 

９０高額 

９１公費負担割合 

９２保険区分 

９３入外 

９６資格不突合フラグ（国保） 

１００エラー情報（資格喪失事由）（国保） 

１１３資格不突合フラグ（老健） 

１１７エラー情報（資格喪失事由）（老健） 

２ 傷病名データ 

１保険者NO 

２データコード 

３保険者番号 

４市町村番号 

５性別 

６生年月日 

７予備 

８レセ電傷病名コード 

９傷病名称 

１０ICD１０コード 

１１社会保険表章（大分類）コード 

１２社会保険表章（中分類）コード 

１３社会保険表章（小分類）コード 
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別紙2  提供するデータ  

 

１ 特定健康診査受診勧奨結果等データ 

平成２１年度受診勧奨をした以下①～③に掲げる者の受診券整理番号 

① 個別勧奨通知対象者 

② 個別電話勧奨対象者 

③ ②のうち電話がつながらなかった者 

 

２ 特定保健指導利用勧奨結果等データ 

平成２０年度及び平成２１年度利用勧奨をした以下①～③に掲げる者の住民番号（健診結果等データを突合

するキー）→暗号化したのち提供する 

① 特定保健指導利用券送付対象者 

② 個別電話勧奨対象者 

③ ②のうち電話がつながらなかった者 

 

  

特定健診等データ管理システム 

１ 健診結果等データ（平成20～22年度分の各年データ） 

健診結果 

問診結果 

保健指導結果 

受診券整理番号 

利用券整理番号 

特定保健指導区分 

整理番号＝住民番号（健診結果等データと画像レセプト情報管理システム配信データファイルを突合する

キー）→暗号化したのち提供する 

生年月日→年度末年齢に変換したのち提供する 

性別 

郵便番号→暗号化したのち提供する 

資格取得事由 

資格取得年月日 

資格喪失事由 

資格喪失年月日 

旧国保記号番号 

旧住民番号 

旧記号番号有効日 

画像レセプト情報管理システム配信データファイル 

１ テキストデータ（平成20～22年度診療分の各月データ、ただし22年度は12月分データまで） 

２データコード（テキストデータと傷病名データを突合するキー） 

６医療機関コード 

７診療年月日（和暦） 
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８本人家族 

９市町村番号 

１０公費負担者（公費１）  

１１公費負担者（公費２）  

１２公費負担者（公費３） 

１３受給者番号（老健）  

１４受給者番号（公費１）  

１５受給者番号（公費２） 

１６受給者番号（公費３） 

２０性別 

２４特記１  

２５特記２ 

２６特殊 

２８診療科 

２９診療開始日（１） 

３０転帰（１） 

３１診療開始日（２） 

３２転帰（２） 

３３初診回数  

３４初診点数  

３５再診回数  

３６処方箋回数  

３７医学管理有無  

３８調基有無 

３９日数（保険・老健）  

４０日数（公費１）  

４１日数（公費２）  

４２日数（公費３） 

４４決定点数（保険・老健）  

４６決定点数（公費１）  

４８決定点数（公費２）  

４９決定点数（公費３） 

５０調剤一部負担金（保険・老健）  

５１調剤一部負担金（公費１）  

５２調剤一部負担金（公費２）  

５３調剤一部負担金（公費３） 

５４減免点数 

５５一部負担金（老健）  

５６一部負担金（公費１）  

５７一部負担金（公費２）  

５８一部負担金（公費３） 

５９公費対象金額（公費１）  

６０公費対象金額（公費２）  
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６１公費対象金額（公費３） 

６２特殊（保険・老健）  

６３特殊（公１）  

６４特殊（公２）  

６５特殊（公３） 

６６入院年月日（和暦） 

６７低所得者区分 

７０食事・生活/決定金額（保険・老健） 

７４食事・生活/決定金額（公費１） 

７８食事・生活/決定金額（公費２） 

８１食事・生活/決定金額（公費３） 

８３給付割合（決定） 

８６個人番号＝住民番号（健診結果等データと画像レセプト情報管理システム配信データファイルを突合

するキー）→暗号化したのち提供する 

８９生年月日（和暦）→年度末年齢に変換したのち提供する 

９０高額 

９１公費負担割合 

９２保険区分 

９３入外 

９６資格不突合フラグ（国保） 

１００エラー情報（資格喪失事由）（国保） 

１１３資格不突合フラグ（老健） 

１１７エラー情報（資格喪失事由）（老健） 

２ 傷病名データ（平成20～22年度診療分の各月データ） 

２データコード（テキストデータと傷病名データを突合するキー） 

５性別 

６生年月日→年度末年齢に変換したのち提供する 

７予備 

８レセ電傷病名コード 

９傷病名称 

１０ICD１０コード 

１１社会保険表章（大分類）コード 

１２社会保険表章（中分類）コード 

１３社会保険表章（小分類）コード 
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特 記 事 項 
（基本的事項） 

１ 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティの重要性について十分な認識を持ち、この契約によ

る業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、必要な措置を講じなければならない。 

（秘密の保持） 

２ 乙は、業務に関して知り得た情報を一切第三者に漏らしてはならない。この契約が終了した後に

おいても同様とする。 

（目的外利用及び第三者への提供等の禁止） 

３ 乙は、業務に関して知り得た情報を、この契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供し、若し

くは使用させてはならない。ただし、個人情報を除いた情報については、甲の承諾があるときはこ

の限りではない。 

（適正な管理） 

４ 乙は、業務に関する情報について、施錠できる保管庫に保管する等善良な管理者の注意をもって

保管及び管理にあたらなければならない。 

（複写等の禁止） 

５ 乙は、業務を行うため甲から貸与された情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、個人

情報を除いた情報については、甲の承諾があるときはこの限りではない。 

（再委託の禁止） 

６ 乙は、業務を一切第三者に委託してはならない。ただし、個人情報を除いた情報に係る業務につ

いては、甲の承諾があるときはこの限りではない。 

（資料等の返還等） 

７ 乙は、この契約の終了後は、業務を行うために甲から提供され、又は乙が収集し、若しくは作成

した情報が記録された資料等を甲に返還し、又は引き渡すものとし、乙が業務を行うに当たり乙の

電子計算機を使用した場合には、当該電子計算機に記録された業務に係る情報を消去するものとす

る。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。 

（業務に関する報告） 

８ 乙は、甲の求めがあった場合は、業務に関する報告を行うものとする。 

（監査） 

９ 乙は、業務に関し、甲の立入調査等による監査を受けるものとする。 

（従業員に対する教育） 

10 乙は、乙の従業員に対する個人情報の適正な管理及び情報セキュリティに関する教育を実施しな

ければならない。 

（事故発生時等における報告） 

11 乙は、業務上の事故が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は前各項に掲げる事項に違

反したときは、速やかに甲に対して通知するとともに、その状況について書面をもって報告し、甲

の指示に従うものとする。 

（公表） 
12 甲は、乙が前各項に掲げる事項に違反し、又は怠ったときは、その事実を公表することができる。 

（損害の賠償） 

13 乙は、第１項から第１１項までに掲げる事項に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者に損

害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 


